
「高プロ・裁量労働制の規制緩和に反対し、真に実効性ある 

長時間労働規制を求める院内集会」アピール 

 

日本社会に蔓延している長時間労働が引き起こす最大の問題は、数多くの労働者の

命と健康を奪っているということである。2014 年 6 月 20 日に「過労死等防止対策推

進法」が満場一致で可決、成立したが、これは何よりも過労死・過労自死が蔓延する

社会を変えたいという、数多くの過労死等の家族と市民の切実な声を受け止めた結果

に他ならない。にもかかわらず、「過労死等防止対策推進法」が施行された後も、一向

に過労死等の命と健康の被害は無くならない。このことは、本集会に寄せられた当事

者の声で改めて確認された。 

長時間労働の弊害は、労働者の生命と健康被害にとどまらない。長時間労働は男性

を職場に縛り付ける一方で、女性を家庭に縛り付けて真の女性の活躍を阻害し、家事

や育児に関わりたいと考える男性の家庭での生活時間を奪ってきた。さらには労働者

が地域社会で活動する機会をも奪っている。 

政府が「働き方改革」として長時間労働の是正に取り組む方針を掲げるのも、この

ような長時間労働による様々な弊害を、ようやく認識したからであろう。本集会に寄

せられた当事者の声に真摯に耳を傾ければ、今求められているのは、日本の雇用社会

から過労死・過労自死を根絶するとともに、労働者にゆとりのある生活時間を取り戻

せるような、厳格且つ実効性のある労働時間規制であることは明らかである。 

ところが、現在報道されている政府が検討している長時間労働の規制策は、労働基

準法を改正し、時間外労働の上限を原則として「月４５時間」「年間３６０時間」と規

定するものの、その一方で企業の繁忙期に対応できるよう６か月は例外を設け、「月最

大１００時間」「２か月平均８０時間」の時間外労働を認めるものになっている。私た

ちも、長時間労働を是正するために労働基準法を改正し、３６協定でも超えることが

できない時間外労働の上限を定め、違反企業に罰則を科すことは賛成である。しかし、

「月最大１００時間」「２か月平均８０時間」という例外は、厚生労働省が定めた「脳

血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」に達するものであり、到底認めることはで

きない。これでは過労死・過労自死の根絶どころか、労働者の命と健康を守ることが

できず、労働者の十分な生活時間を確保できない。 

しかも、現在国会で継続審議となっている「労働基準法改正案」で政府が導入しよ

うとしている「高度プロフェッショナル制度」は、一部の専門職の労働者を労働基準

法の労働時間規制から適用除外とするホワイトカラー・エグゼンプションであり、さ

らに改正案は企画業務型裁量労働制度も大幅に拡大するものとなっている。これらの

改正は労働時間規制を大きく緩和するものであり、長時間労働を助長するものに他な

らない。政府の労働時間政策は完全に矛盾し、破たんしている。 

わが国の雇用社会に蔓延する長時間労働をなくすために真に実効性のある規制は、

労働時間の上限規制はもちろん、勤務間インターバル規制を導入し、使用者に罰則付

きで全ての労働者の労働時間記録義務を課する労基法の改正である。 

我々は、日本社会で働く全ての労働者の命と健康を守り、生活時間を取り戻すため、

政府が国会に提出し継続審議となっている「労基法改正案」を白紙に戻し、真に実効

性ある長時間労働規制を強く求める。 
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